
規

則 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
契
約
局
長
」
の
下
に
「
、
県
民
ス
ポ
ー
ツ
文
化
局
長
」
を
加
え
、
「
、
ス

ポ
ー
ツ
局
長
」
を
削
り
、
「
食
品
安
全
局
長
」
を
「
健
康
政
策
局
長
、
医
療
政
策
局
長
、
食
品
衛

生
安
全
局
長
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
中
「
、
広
報
戦
略
幹
」
及
び
「
、
デ
ジ
タ
ル
政
策
幹
」
を
削
り
、
「
行
政
監
察
幹
」
の

下
に
「
、
医
療
政
策
幹
、
ワ
ク
チ
ン
対
策
幹
」
を
加
え
、
「
及
び
経
済
対
策
幹
」
を
「
、
経
済
対

策
幹
及
び
産
業
基
盤
対
策
幹
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
副
室
長
」
の
下
に
「
、
広
報
戦
略
幹
」
を
、
「
副
報
道
長
」
の
下
に
「
、

デ
ジ
タ
ル
政
策
幹
」
を
、
「
主
席
県
民
相
談
員
」
の
下
に
「
、
共
生
推
進
幹
」
を
、
「
危
機
対
策

幹
」
の
下
に
「
、
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
企
画
幹
」
を
、
「
家
畜
衛
生
幹
」
の
下
に
「
、
全
国
植
樹
祭

推
進
幹
」
を
加
え
、
「
課
長
が
」
を
「
課
長
（
企
画
幹
及
び
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
企
画
幹
に
あ
つ
て

は
部
長
、
副
室
長
に
あ
つ
て
は
知
事
室
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
契
約
局
長
」
の
下
に
「
、
県
民
ス
ポ
ー
ツ
文
化
局
長
」
を
加
え
、

「
、
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
削
り
、
「
食
品
安
全
局
長
」
を
「
健
康
政
策
局
長
、
医
療
政
策
局
長
、

食
品
衛
生
安
全
局
長
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
都
市
整
備
部
田
園
都
市
づ
く
り
課
長
の
項
受
任
者
の
欄
中
「
都
市
整
備
部
田
園
都
市

づ
く
り
課
長
」
を
「
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
長
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
十
二
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
５
か
ら 

ま
で
を
６
か
ら 

ま
で

と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

５ 

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
を

取
り
消
す
こ
と
。 

別
表
第
二
第
十
二
号
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第
二
百
三
十

一
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
」
に
、
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を

「
指
定
納
付
受
託
者
」
に
改
め
、
同
表
第
十
四
号
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項

の
欄
中 

を 

と
し
、
５
か
ら 

ま
で
を
６
か
ら 

ま
で
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

５ 

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
す
る
こ
と
。 

16 

17 

15 

16 

14 

15 

13 

14 



１ 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に

規
定
す
る
者
の
う
ち
、
調
査
員
、
嘱
託
員
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
並
び
に
同
法
第
二
十

二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
を
任
免
し
、
並
び
に
勤
務
条
件
を
決
定
す
る
こ
と
。 

２ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
（
同
法
第
二
十

二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。
）
を
そ
の
意
に
反
し
て
休
職
す
る
こ
と
。 

 

課画参同共 

一 

埼
玉
県
男
女
共

同
参
画
推
進
条
例

（
平
成
十
二
年
埼

玉
県
条
例
第
十
二

号
。
以
下
こ
の
項 

 

 

条
例
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

男
女
共
同
参
画
の
推
進

に
関
す
る
基
本
的
な
計

画
（
以
下
こ
の
項
に
お 

１ 

条
例
第
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
本
計

画
を
策
定
す
る
に
当
た
り
、
県
民
の

意
見
を
聴
く
こ
と
。 

 

別
表
第
二
第
十
七
号
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

   

    

別
表
第
二
第
二
十
二
号
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
七
十
七
条
」

を
「
第
百
六
十
五
条
」
に
、
「
第
五
十
九
条
」
を
「
第
百
二
十
七
条
」
に
、
「
第
四
十
四
条
第
一

項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
副
部
長
」
の
下
に
「
、

環
境
未
来
局
長
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
四
企
画
財
政
部
の
表
地
域
政
策
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

           

別
表
第
四
総
務
部
の
表
人
事
課
の
項
第
一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県

条
例
第
五
十
一
号
）
」
を
削
り
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
７
中
「
、
職
員
」
の
下
に
「
（
地
公

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
四
県
民
生
活
部
の
表
共
助
社
会
づ
く
り
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

     

九 

過
疎
地
域
の
持

続
的
発
展
の
支
援

に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
令
和
三
年

法
律
第
十
九
号
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務 

 

法
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
過
疎

地
域
持
続
的
発
展
方
針

を
定
め
る
こ
と
。 

１ 

法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
方
針
の
策
定
に

つ
い
て
主
務
大
臣
に
協
議
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
八
条
第
七
項
（
同
条
第
十
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
過
疎
地
域
持
続
的
発

展
市
町
村
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
協
議

を
受
け
る
こ
と
。 

３ 

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
都
道
府
県
計
画

を
定
め
る
こ
と
。 

 



 

女男・権人 

二 

社
会
福
祉
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律

第
四
十
五
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

に
お
い
て
「
条
例
」

と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務 

 

法
第
五
十
六
条
第
八

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

社
会
福
祉
法
人
に
対
し
、

解
散
を
命
ず
る
こ
と
。 

い
て
「
基
本
計
画
」
と

い
う
。
）
を
策
定
す
る

こ
と
。 

１ 

法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

社
会
福
祉
法
人
の
定
款
の
認
可
を
決

定
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
二
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
法
人

の
定
款
の
変
更
の
認
可
を
決
定
す
る

こ
と
。 

３ 

法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
社
会
福
祉
法
人
の
解
散
の

認
可
又
は
認
定
を
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
四
十
七
条
の
四
第
三
項
及
び

第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福

祉
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
関
し
、

裁
判
所
に
意
見
を
述
べ
、
又
は
調
査

す
る
こ
と
。 

５ 

法
第
五
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
社
会
福
祉
法
人
の
吸
収
合
併

の
認
可
を
決
定
す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
五
十
四
条
の
六
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
二
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
法
人
の
新

設
合
併
の
認
可
を
決
定
す
る
こ
と
。 

７ 

法
第
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に 

２ 

条
例
第
十
二
条
第
四
項
（
同
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
本
計

画
を
公
表
す
る
こ
と
。 

３ 

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

男
女
共
同
参
画
の
推
進
状
況
及
び
男

女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
施
策

の
実
施
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
報
告

書
を
公
表
す
る
こ
と
。 

 

                                  



 
 

 
 

基
づ
き
、
社
会
福
祉
法
人
に
対
し
、

必
要
な
措
置
（
役
員
の
解
職
を
除
く
。
）

を
と
る
べ
き
旨
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
五
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
旨

を
公
表
す
る
こ
と
。 

９ 

法
第
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
社
会
福
祉
法
人
に
対
し
、

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を

命
ず
る
こ
と
。 

 
 

法
第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
社
会
福
祉
法
人
に
対
し
、

業
務
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
役
員
の

解
職
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

 
 

法
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
益
事
業
又
は
収
益
事
業
を
行
う
社

会
福
祉
法
人
に
対
し
、
事
業
の
停
止

を
命
ず
る
こ
と
。 

 
 

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
法
人
の
所

轄
庁
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 
 

法
第
五
十
八
条
第
二
項
第
二
号
又

は
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会

福
祉
法
人
に
対
し
、
予
算
の
変
更
又

は
役
員
を
解
職
す
べ
き
旨
を
勧
告
す

る
こ
と
。 

 
 

法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
社
会
福
祉
施
設
を
設
置
す

る
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
を

許
可
す
る
こ
と
。 

 
 

法
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福

祉
事
業
の
経
営
を
制
限
し
、
そ
の
停

止
を
命
じ
、
又
は
そ
の
許
可
若
し
く 

 

 

                                  

10 11 12 13 14 15 



十
一 

埼
玉
県
エ
ス

カ
レ
ー
タ
ー
の
安

全
な
利
用
の
促
進

に
関
す
る
条
例
（
令

和
三
年
埼
玉
県
条

例
第
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事

務 

 

埼
玉
県
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
安
全
な
利

用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
管
理
者
に
対
し
、
同
条
例
第

六
条
に
規
定
す
る
周
知
に
関
し
必
要
な
勧

告
を
す
る
こ
と
。 

 

19 

22 

18 

21 

 
 

 
 

は
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
。 

 

 

別
表
第
四
県
民
生
活
部
の
表
男
女
共
同
参
画
課
の
項
を
削
り
、
同
表
消
費
生
活
課
の
項
第
五
号

部
長
専
決
事
項
の
欄
２
、
４
及
び
６
中
「
同
条
第
一
項
各
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
各
号
」
を

加
え
、
同
欄
８
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄 

、 

及
び 

中
「
同
条
第
一
項

各
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
各
号
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

       

  

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
災
害
対
策
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中 

を 

と

し
、
５
か
ら 

ま
で
を
８
か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

法
第
六
十
一
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
要
避
難
者
の
受
入
れ
に
つ
い
て
、
他
の

都
道
府
県
知
事
に
協
議
す
る
こ
と
。 

 

６ 

法
第
六
十
一
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
要
避
難
者
の
受
入
れ
に
つ
い
て
、
関
係

市
町
村
長
と
協
議
す
る
こ
と
。 

 

７ 

法
第
六
十
一
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
運
送
事
業
者
で
あ
る
指
定
公
共
機
関
等

に
対
し
、
居
住
者
等
の
運
送
を
行
う
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
災
害
対
策
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄 

中
「
勧
告

又
は
指
示
等
」
を
「
指
示
等
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま

で
と
し
、
同
欄 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
六
十
一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
他
の
都
道
府
県
知
事
に
協
議
す
る
旨
を

内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
六
十
一
条
の
五
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内

容
を
協
議
元
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
六
十
一
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
内

容
を
協
議
元
市
町
村
長
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
六
十
一
条
の
五
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

を
受
け
た
旨
を
協
議
先
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す

る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
六
十
一
条
の
五
第
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

10 
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四 

医
療
的
ケ
ア
児

及
び
そ
の
家
族
に

対
す
る
支
援
に
関

す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
八
十

一
号
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務 

 

医
療
的
ケ
ア
児
及
び
そ
の
家
族
に
対
す

る
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ

ー
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
。 

 

三 

愛
玩
動
物
看
護

師
養
成
所
指
定
規 

 

愛
玩
動
物
看
護
師
養
成
所
指
定
規
則
第

七
条
（
同
規
則
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び 

 

を
受
け
た
旨
を
都
道
府
県
外
協
議
先
市
町
村
長
に
通
知
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
六
十
一
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内

容
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
。 

 
 

 
法
第
六
十
一
条
の
六
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内

容
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
六
十
一
条
の
六
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

内
容
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
六
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
長
に
助
言
を
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
六
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
に
助
言
を
求
め
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
災
害
対
策
課
の
項
第
二
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
１
中
「
第
二

条
」
を
「
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
二
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第

二
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
環
境
部
の
表
温
暖
化
対
策
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
二
十
一
条

第
八
項
（
同
条
第
九
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中

「
第
二
十
一
条
第
十
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
表
水
環
境
課
の
項
第
二
号

知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
削
り
、
５
を
３
と
し
、
６
を
４
と
し
、

同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
同
欄
１
中
「
聴
く
」
の
下
に
「
と
と

も
に
、
環
境
大
臣
に
協
議
す
る
」
を
加
え
、
同
欄
１
を
同
欄
２
と
し
、
同
欄
に
１
と
し
て
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

１ 

法
第
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
量
削
減
基
本
方
針
の
策
定
又
は
変
更
に
つ

い
て
、
環
境
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
障
害
者
支
援
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

      

  

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
機
関
名
の
項
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同

表
生
活
衛
生
課
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

  

機
関

名
 

機
関

又
は

職
名

 

20 21 22 23 24 



課進推方き働な様多 

二 

労
働
者
協
同
組

合
法
（
令
和
二
年

法
律
第
七
十
八
号
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務 

一 

雇
用
の
分
野
に

お
け
る
男
女
の
均

等
な
機
会
及
び
待

遇
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和

四
十
七
年
法
律
第

百
十
三
号
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務 

  
１ 

法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
労
働
者
協
同
組
合
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
組
合
」
と
い

う
。
）
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
必

要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る

こ
と
。 

２ 

法
第
百
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
組
合
に
対
し
、
期
間
を

定
め
て
、
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
の
停
止
又
は
役
員
の
改
選
を
命
ず

る
こ
と
。 

３ 

法
第
百
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
組
合
に
対
し
、
解
散
を 

  
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等

な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

男
女
雇
用
機
会
均
等
対
策
基
本
方
針
に

関
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
意
見
を
述
べ

る
こ
と
。 

 

幹策政療医 

 

医
療
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
三
年
政
令
第

三
百
二
十
六
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務 

 
 

医
療
法
施
行
令
第
五
条
の
三
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
基
準
病
床
数
（
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
専
用
医
療

施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
算
定

に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
す
る

こ
と
。 

 

 

則
（
令
和
三
年
農

林
水
産
省
・
環
境

省
令
第
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事

務 

 

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
養
成
所
の
指
定

を
取
り
消
す
こ
と
。 

 

 

    

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
多
様
な
働
き
方
推
進
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                     



十
一 

畜
舎
等
の
建

築
等
及
び
利
用
の

特
例
に
関
す
る
法

律
（
令
和
三
年
法

律
第
三
十
四
号
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務 

 

１ 

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
工
事
の
施
工
の
停
止
を
命
じ
、
又

は
認
定
畜
舎
等
の
除
却
、
改
築
、
増
築
、

使
用
の
禁
止
、
使
用
の
制
限
そ
の
他
違

反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
認
定
畜
舎
等
の
利
用
の
方
法
の
改

善
、
使
用
の
禁
止
、
使
用
の
制
限
そ
の

他
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

３ 
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
認
定
畜
舎
等
の
用
途
の
変
更
、
使

用
の
禁
止
、
使
用
の
制
限
そ
の
他
違
反

を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と

る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

４ 

法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
失
効
畜
舎
等
の
使
用
を
停
止
し
、

又
は
保
安
上
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
。 

５ 

法
第
十
五
条
第
五
項
前
段
の
規
定
に

基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
自
ら
行
い
、

又
は
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者

に
行
わ
せ
る
こ
と
。 

６ 

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
認
定
を
取

り
消
す
こ
と
。 

７ 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
認
定
畜
舎
等
の
使
用
の
禁
止
、
使

用
の
制
限
そ
の
他
安
全
上
、
防
火
上
又

は
避
難
上
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
。 

 

 
 

 
 

命
ず
る
こ
と
。 

 

 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
畜
産
安
全
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

                                



九 

景
観
法
（
平
成

十
六
年
法
律
第
百

十
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
及
び

埼
玉
県
景
観
条
例

（
平
成
十
九
年
埼

玉
県
条
例
第
四
十

六
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
条

例
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

１ 

法
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、

景
観
計
画
を
定
め
る

こ
と
。 

２ 

法
第
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

良
好
な
景
観
の
形
成

に
重
要
な
建
造
物
を

景
観
重
要
建
造
物
と

し
て
指
定
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
二
十
七
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
景

観
重
要
建
造
物
の
指

定
を
解
除
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
二
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
良
好
な
景
観
の

形
成
に
重
要
な
樹
木

を
景
観
重
要
樹
木
と

し
て
指
定
す
る
こ
と
。 

５ 

法
第
三
十
五
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
景

観
重
要
樹
木
の
指
定 

１ 

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
協
議
会
を
組
織
し
、
必
要
な
場
合

に
協
議
会
に
関
係
行
政
機
関
等
を
加
え

る
こ
と
。 

２ 
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

景
観
重
要
建
造
物
の
増
築
等
の
現
状
変

更
の
許
可
等
を
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
法
第
三
十

二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た

者
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
許
可
の
条

件
に
違
反
し
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か

ら
景
観
重
要
建
造
物
の
権
利
を
承
継
し

た
者
に
対
し
、
原
状
回
復
又
は
こ
れ
に

代
わ
る
べ
き
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ

と
。 

４ 

法
第
二
十
三
条
第
二
項
（
法
第
三
十

二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
状

回
復
等
を
自
ら
行
い
、
又
は
命
じ
た
者

若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
行
わ
せ
る
こ

と
。 

５ 

法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
法
第
三
十

二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合 

 

七 

鉄
道
事
業
法
（
昭

和
六
十
一
年
法
律

第
九
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事

務 

 
 

鉄
道
事
業
法
第
二
十
二
条
第
五
項
（
同

法
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
裁
定
す
る
こ

と
。 

 

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
用
地
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

     

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
河
川
砂
防
課
の
項
第
三
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
３
中
「
第
十
四
条

第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
都
市
計
画
課
の
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

                         



 
 

を
解
除
す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
七
十
四
条
第

四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
市
町
村
が
準
景

観
地
区
を
指
定
し
よ

う
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
協
議
を
受
け
、

又
は
町
村
が
準
景
観

地
区
を
指
定
し
よ
う

と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
同
意
す
る
こ
と
。 

７ 

条
例
第
十
九
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
共
事
業
景
観

形
成
指
針
を
定
め
る

こ
と
。 

 

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
景
観

重
要
建
造
物
の
所
有
者
に
対
し
、
通
常

生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

景
観
重
要
建
造
物
の
所
有
者
又
は
管
理

者
に
対
し
、
管
理
の
方
法
の
改
善
等
を

命
じ
、
又
は
勧
告
す
る
こ
と
。 

７ 

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
景
観
重
要
樹
木
の
伐
採
又
は
移

植
の
許
可
を
す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

景
観
重
要
樹
木
の
所
有
者
又
は
管
理
者

に
対
し
、
管
理
の
方
法
の
改
善
等
を
命

じ
、
又
は
勧
告
す
る
こ
と
。 

９ 

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
景
観
重
要
建
造
物
又
は
景
観
重

要
樹
木
の
所
有
者
と
管
理
協
定
を
締
結

し
、
管
理
を
行
う
こ
と
。 

 
 

法
第
三
十
八
条
（
法
第
四
十
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
法
第
三
十
六
条
第
三
項

の
申
請
に
よ
る
管
理
協
定
を
認
可
す
る

こ
と
。 

 
 

法
第
八
十
三
条
第
一
項
（
法
第
八
十

四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
第
九
十
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
景
観
協
定
を
認
可
す

る
こ
と
。 

 
 

法
第
八
十
三
条
第
二
項
（
法
第
八
十

四
条
第
二
項
及
び
第
九
十
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
建
築
主
事
を
置
か
な

い
市
町
村
で
あ
る
景
観
行
政
団
体
の
長

か
ら
協
議
を
受
け
る
こ
と
。 

 

                                  

10 11 12 



十
一 

埼
玉
県
屋
外

広
告
物
条
例
（
以

下
こ
の
項
に
お
い 

十 

屋
外
広
告
物
法

（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
九

号
）
の
施
行
に
関 

す
る
事
務 

       

条
例
第
六
条
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
基

づ
き
、
活
力
あ
る
町
並 

  

１ 

条
例
第
四
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第

八
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二

号
及
び
第
十
五
号
、
第
五
条
第
五
号
並 

 

屋
外
広
告
物
法
第
二
十
八
条
後
段
の
規

定
に
基
づ
き
、
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
に

関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
処
理
す

る
こ
と
と
な
る
市
町
村
の
長
に
協
議
す
る

こ
と
。 

 
 

法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
景
観
協
定
の
廃
止
を
認
可
す
る

こ
と
。 

 
 

法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般

財
団
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
法
人

を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
景
観
整
備
機
構

と
し
て
指
定
す
る
こ
と
。 

 
 

法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
景
観
整
備
機
構
に
対
し
、
そ
の

業
務
の
運
営
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措

置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 
 

法
第
九
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
景
観
整
備
機
構
と
し
て
の
指
定

を
取
り
消
す
こ
と
。 

 
 

法
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
市
町
村
が
景
観
行
政
団
体
と
し

て
事
務
処
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
市

町
村
長
か
ら
協
議
を
受
け
る
こ
と
。 

 
 

条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
条
第
一
項
に
該
当
す
る
協
定

を
景
観
形
成
協
定
と
し
て
認
定
す
る
こ

と
。 

 
 

条
例
第
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
景
観
形
成
協
定
の
認
定
を
取
り

消
す
こ
と
。 

 

                                  

13 14 15 16 17 18 19 



 

て
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務 

み
を
維
持
す
る
上
で
広

告
物
が
特
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
と

認
め
る
区
域
を
広
告
物

活
用
地
区
と
し
て
指
定

し
、
当
該
広
告
物
活
用

地
区
の
状
況
に
応
じ
た

基
準
を
定
め
る
こ
と
。 

 

び
に
第
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

区
域
、
区
間
及
び
物
件
を
指
定
す
る
こ

と
。 

２ 

条
例
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
行
事
を
指
定
す
る
こ
と
。 

３ 

条
例
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
、
公
共

的
目
的
を
も
つ
て
表
示
す
る
広
告
物
又

は
こ
れ
を
掲
出
す
る
物
件
を
表
示
し
、

又
は
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
国

又
は
地
方
公
共
団
体
と
協
議
す
る
こ
と
。 

４ 

条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
良
好
な
景
観

を
形
成
す
る
た
め
広
告
物
及
び
掲
出
物

件
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
で

あ
る
と
認
め
る
区
域
を
景
観
形
成
型
広

告
物
整
備
地
区
と
し
て
指
定
し
、
景
観

形
成
型
広
告
物
整
備
基
本
方
針
を
定
め

る
こ
と
。 

５ 

条
例
第
十
三
条
の
四
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
広
告
物
協
定
が
良
好
な
景

観
の
整
備
に
資
す
る
と
認
め
る
区
域
を

広
告
物
協
定
地
区
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
。 

６ 

条
例
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
屋
外
広
告
業
の
登
録
を

取
り
消
し
、
又
は
そ
の
営
業
の
停
止
を

命
ず
る
こ
と
。 

 

十
三 

長
期
優
良
住

宅
の
普
及
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平 

 

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す

る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
住
宅
の
容
積
率
の
特
例
に
係
る
許
可 

 

                            

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
田
園
都
市
づ
く
り
課
の
項
を
削
り
、
同
表
建
築
安
全
課
の
項
中
第

六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、

第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

   



十 

マ
ン
シ
ョ
ン
の 

法
第
三
条
の
二
第
一 

１ 

法
第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基 

 

 

成
二
十
年
法
律
第

八
十
七
号
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務 

 

を
す
る
こ
と
。 

 

    

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
九
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
８
中
「
第
五
十
七
条
第

一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
後
段
（
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

に
改
め
、
「
権
利
変
換
計
画
」
の
下
に
「
の
策
定
又
は
変
更
」
を
加
え
、
同
欄
９
中
「
第
一
項
」

の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
欄 

中
「
第
百
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
一
条

第
一
項
後
段
（
法
第
百
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
分
配
金

取
得
計
画
」
の
下
に
「
の
策
定
又
は
変
更
」
を
加
え
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
敷
地
分
割
組
合
の
設
立
に
つ
い
て
認
可
す

る
こ
と
。 

 
 

法
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
定
款
又
は
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認

可
す
る
こ
と
。 

 
 

法
第
百
八
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
敷
地
分
割
組
合
の
解
散
に
つ
い
て
認
可
す

る
こ
と
。 

 
 

法
第
百
九
十
条
第
一
項
後
段
（
法
第
百
九
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
敷
地
権
利
変
換
計
画
の
策
定
又
は
変
更
に
つ
い
て
認
可
す
る
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
敷
地
分
割
組
合
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は

資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
必
要
な
勧
告
、
助
言
若
し
く
は
援
助
を
す
る
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
敷
地
分
割
組
合
に
対
し
、
敷
地
分
割
事
業

の
促
進
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
敷
地
分
割
組
合
の
事
業
又
は

会
計
の
状
況
を
検
査
す
る
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
敷
地
分
割
組
合
の
し
た
処
分
の
取
消
し
、

変
更
又
は
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
設
立
の
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
会
又
は
総
代
会
を
招
集
す
る
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
理
事
若
し
く
は
監
事
の
解
任
又
は
総
代
の

解
任
を
投
票
に
付
す
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
決
、
選
挙
、
当
選
又
は
解
任
の
投
票
を

取
り
消
す
こ
と
。 

 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一

号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

39 40 41 42 43 44 45 

25 

38 37 36 35 34 



 

管
理
の
適
正
化
の

推
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
百
四
十
九

号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
及
び

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管

理
の
適
正
化
の
推

進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十

三
年
政
令
第
二
百

三
十
八
号
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務 

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正

化
推
進
計
画
を
作
成
す

る
こ
と
。 

 

づ
き
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
対
し
、

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
に
即
し

た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
を
行
う
よ
う
勧

告
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
五
条
の
九
の
規
定
に
基
づ
き
、

認
定
管
理
者
等
に
対
し
、
改
善
に
必
要

な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
。 

３ 

法
第
五
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
管
理
計
画
の
認
定
を
取
り
消
す

こ
と
。 

４ 

法
第
五
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
を

指
定
す
る
こ
と
。 

５ 
法
第
百
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推

進
行
政
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
、
町
村

の
長
か
ら
協
議
を
受
け
る
こ
と
。 

６ 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推

進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
指
定
認
定
事
務
支
援
法

人
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
。 

 

 

                 

    
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
生
活
衛
生
課
の
項
の
改
正
規
定 

令
和
四
年
五
月
一
日 

 

二 

別
表
第
四
県
民
生
活
部
の
表
消
費
生
活
課
の
項
第
五
号
の
改
正
規
定 

令
和
四
年
六
月
一

日 

 

三 

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
多
様
な
働
き
方
推
進
課
の
項
の
改
正
規
定 

令
和
四
年
十
月

一
日 


